
 

前橋市地域クラブ・ダブルダッチ活動規約 

 

 （目的） 

  第 1 条   当クラブは、子どもたちの活動意欲を満たすとともに、ダブルダッチを通して社会性の向上 

   や個性の伸長を図ることを目的とする。前橋市「適切な部活動の運営に関する方針」の 

   趣旨を理解し、ただ単に勝利だけを目的とするのではなく、スポーツのもつ楽しさを学び、 

                  自ら進んで生涯を通してスポーツに親しむ態度を育むことを目的とする。 

 

 （名称等） 

 第２条   当クラブは、「群縄ダブルダッチ」と称する。 

 

   

 （クラブ員） 

 第３条    当クラブは、ダブルダッチを希望する市内幼稚園、保育園年中～中学 3 年生までの生徒 

                  及び保護者と指導にあたる成人等で構成する。 

 

 （役員）  

 第４条    当クラブには、保護者と指導に当たる成人等の中から次の役員を選任する。 

      ・代表者・・・クラブを代表する責任者 

                     ・指導者・・・技術指導をはじめ、練習計画の作成など活動の全体指導を行う 

 

 （活動場所） 

 第５条   当クラブの活動拠点は「前橋公園 前橋競輪場跡」とする。 

 

 （活動日時） 

 第 6 条   当クラブ活動は日曜日の 9 時 30 分～12 時００分とする。 

 

 （傷害保険） 

 第 7 条   当クラブの活動に携わる全員が「スポーツ安全保険」に加入する。 

 

 

附則 

本規約は、令和３年３月 1 日より施行する。 


